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A
bstract

“Genpuku or K
akan” w

hich changes from
 a child society to an adult is one of life cerem

onies, but in particular it has developed its ow
n 

developm
ent in sam

urai society. In other w
ords, K

akanyaku w
ho covers Eboshi-cup, a w

itness of an adult, on a boy at the tim
e of Genpuku 

ritual is called “Eboshi parent” , and has established a certain hum
an relationship w

ith “Eboshiko”. T
his w

as called the Eboshi parent-child 
relationship, and it becam

e one of the pseudo-kinship relations. T
herefore, in considering the “m

aster-slave system
” w

hich is one of the action 
principles of m

edieval sam
urai, it is a very im

portant elem
ent. In this paper, w

e m
ainly gather data on the Genpuku ritual in the K

am
akura 

period, and exam
ined the form

 in w
hich the Genpuku ritual w

as established and the process by w
hich the ritual w

as changed.
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は
じ
め
に

　

中
世
の
武
家
儀
礼
は
通
常
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る（
１
）。

な
か
で
も
人
生
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
「
矢
開
き
」
が
武
士
の
職
能
を
良

く
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る（
２
）。
そ
の
他
、
こ
れ
ま
で
も
鎌
倉

幕
府
二
代
将
軍
源
頼
家
の
誕
生
儀
礼
な
ど
も
注
目
さ
れ
て
き
た（
３
）。

も
と
も
と「
元
」

は
頭
首
の
こ
と
で
、「
服
」
と
は
冠
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、「
首
服
」
と
も
言
い
、
成

人
男
性
の
証
で
あ
る
冠
（
烏
帽
子
）
を
初
め
て
被
る
と
い
う
こ
と
で
、成
人
（
式
）

を
意
味
し
、
そ
の
儀
式
内
容
か
ら
「
加
冠
の
儀
」
と
も
言
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て

「
冠
者
」
と
は
本
来
元
服
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。

　

元
服
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
烏
帽
子
親
子
関
係
や
偏
諱
な
ど

に
つ
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た（
４
）。
す
な
わ
ち
、
元
服
に
当
た
っ
て
は
仮
親
と
な
る
烏

帽
子
親
を
定
め
、
加
冠
役
と
す
る
。
元
服
す
る
本
人
は
、
烏
帽
子
親
の
子
で
あ
る

烏
帽
子
子
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
童
名
（
幼
名
）
を
廃
し
、
仮
名
と
実
名
（
諱
）

が
新
た
に
付
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
烏
帽
子
親
の
実
名
の
一
字
（
偏
諱
）
が
下
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
を
一
字
付
与
と
い
う
。
元
服
自
体
は
公
家
社
会
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
烏
帽
子
親
子
関
係
は
擬
制
的
親
族
関
係
の
ひ
と
つ
と
捉
え
ら

れ
、
武
士
の
主
従
関
係
強
化
に
利
用
さ
れ
た
。
一
字
付
与
に
つ
い
て
は
、
中
世
後

期
に
至
っ
て
、
室
町
将
軍
や
戦
国
大
名
よ
り
一
字
書
出
と
い
う
文
書
が
出
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
武
家
儀
礼
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
着
す
る
。
今
回
は
、
武
家
の
元
服

及
び
一
字
付
与
の
発
生
段
階
と
し
て
の
鎌
倉
期
を
中
心
に
概
観
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

元
服
の
持
つ
意
味
合
い
が
生
の
形
と
し
て
、
か
つ
そ
の
本
質
が
露
わ
に
な
っ
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
展
開
を
跡
付
け
る
意
義
は
大
き
い
も
の
と
思
う
。

　

一
．
将
軍
家
と
北
条
得
宗
家
の
元
服

　

ま
ず
は
、
一
般
的
な
儀
礼
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

元
服
は
、
通
常
十
五
歳
前
後
で
行
わ
れ
る
男
子
の
成
人
式
で
、
そ
れ
ま
で
の
無

帽
を
止
め
、
初
め
て
冠
（
烏
帽
子
）
を
か
ぶ
る
儀
式
で
あ
る
。
冠
は
加
冠
役
が
被

せ
る
。
同
席
の
理
髪
役
は
、
櫛
で
鬢
を
理
す
る
役
目
で
あ
る
。
元
服
童
は
こ
こ
に

お
い
て
幼
名
（
童
名
）
か
ら
仮
名
と
実
名
（
諱
）
が
付
さ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
天
皇
の
場
合
は
、
加
冠
は
太
政
大
臣
、
理
髪
は
左
大
臣
が
あ
た
っ
た
。

皇
太
子
の
加
冠
に
は
傅
が
あ
た
る
。
な
お
、
摂
関
家
の
子
弟
は
殿
上
で
元
服
し
、

天
皇
が
加
冠
役
を
務
め
た
。

　
『
古
事
類
苑
』
礼
式
部
九
は
、
元
服
に
関
わ
る
関
連
記
事
を
集
め
て
い
る
。
こ

れ
な
ど
を
参
考
に
、
別
掲
の
「【
表
】
中
世
前
期
の
武
家
元
服
関
係
史
料
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
を
作
成
し
て
み
た
。
本
表
は
、
中
世
前
期
の
武
士
に
関
す
る
個
別
の
元

服
や
一
字
付
与
に
関
す
る
史
料
の
う
ち
、
年
代
が
明
記
さ
れ
た
り
、
あ
る
程
度
史

料
批
判
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
六
十
一
点
を
集
成
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
鎌
倉
将
軍
家
と
実
質
的
に
鎌
倉
幕
政
を
領
導
し
た
北
条
得
宗
家
の
元
服

儀
礼
を
見
て
い
こ
う
。

　

①
源
氏
将
軍
家

　

源
氏
の
元
服
と
言
え
ば
、
そ
の
通
称
の
由
来
で
あ
る
八
幡
太
郎
義
家
の
石
清
水

八
幡
宮
社
前
で
の
元
服
が
有
名
で
あ
る
。
義
家
の
み
な
ら
ず
、
加
茂
次
郎
義
綱
・

新
羅
三
郎
義
光
の
三
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
の
元
服
は
世
に
喧
伝
さ
れ
て
お
り
、『
古
事
類

苑
』
は
神
社
で
の
元
服
の
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
同

時
代
史
料
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
義
家
の
幼
名
は
源
太
と
も
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不
動
丸
と
も
伝
え
、
七
歳
の
こ
と
と
も
言
う
が
、
そ
の
正
確
な
時
期
及
び
年
齢
は

不
明
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
示
す
早
い
史
料
は
『
平
家
物
語
』
か
も
し
れ
な
い
。
木

曾
義
仲
の
セ
リ
フ
と
し
て
「
我
四
代
の
祖
父
義
家
の
朝
臣
は
、
此
神
の
御
子
と
な

し
て
、名
を
ば
八
ま
ん
太
郎
よ
し
家
と
が
う
し
き
」
と
あ
る
（
表
７
）。
す
な
わ
ち
、

真
偽
は
不
詳
で
は
あ
る
が
、
木
曾
義
仲
も
石
清
水
八
幡
宮
で
元
服
し
た
と
い
う
。

下
っ
て
『
太
平
記
』
三
六
「
清
氏
叛
逆
事
附
相
模
守
子
息
元
服
事
」
に
は
、
細
川

清
氏
も
二
人
の
子
息
を
八
幡
で
元
服
さ
せ
、
八
幡
六
郎
と
八
幡
八
郎
と
名
付
け
た

た
め
、
将
軍
足
利
義
満
の
不
信
を
招
く
に
及
ん
だ
と
描
か
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
源
氏
将
軍
家
で
は
三
代
実
朝
の
元
服
の
み
知
ら
れ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
月
八
日
条
【
表
21
】

今
日
。
将
軍
家
（
年
十
二
。）
御
元
服
也
。
戌
刻
。
於
遠
（
北
条
時
政
）
州
名
越
亭
有
其
儀
。

前
大
膳
大
夫
広
元
朝
臣
。
小
山
左
衛
門
尉
朝
政
。
安
達
九
郎
左
衛
門
尉
景
盛
。

和
田
左
衛
門
尉
義
盛
。
中
条
右
衛
門
尉
家
長
已
下
御
家
人
等
百
余
輩
着
侍
座
。

江
間
四
郎
主
。
左
近
大
夫
将
監
親
広
持
参
雑
具
。
時
剋
出
御
。
理
髪
遠
州
。

加
冠
前
武
蔵
守
義
信
。
次
渡
御
休
所
後
進
御
前
物
。
江
間
・
親
広
為
陪
膳
。

役
送
。
結
城
七
郎
朝
光
。
和
田
兵
衛
尉
常
盛
。
同
三
郎
重
茂
。
東
太
郎
重
胤
。

波
多
野
次
郎
経
朝
。
桜
井
次
郎
光
高
等
也
。（
各
近
習
小
官
中
。
被
撰
父
母
見

存
之
輩
召
之
云
云
。）
次
奉
鎧
・
御
剣
・
御
馬
。
佐
佐
木
左
衛
門
尉
広
綱
。

千
葉
平
次
兵
衛
尉
常
秀
以
下
役
之
。

　

頼
朝
と
北
条
政
子
の
次
男
千
幡
は
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
月
八
日
、

十
二
歳
で
元
服
し
、
実
朝
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
父
頼
朝
は
亡
く
、
前
将
軍
で

兄
の
頼
家
は
幽
閉
中
で
、
実
朝
は
既
に
前
月
の
九
月
七
日
よ
り
将
軍
だ
っ
た
。
実

朝
と
い
う
実
名
は
朝
廷
に
お
い
て
決
め
ら
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
実
朝
の

元
服
は
幕
府
の
公
式
行
事
と
な
ろ
う
。
御
家
人
は
百
余
人
列
席
し
て
い
る
。
し
か

し
、
元
服
式
は
外
祖
父
北
条
時
政
の
名
越
の
私
邸
で
あ
る
浜
御
所
で
行
わ
れ
た
。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
北
条
時
政
の
権
勢
振
り
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時

に
時
政
は
理
髪
役
も
務
め
て
い
る
。
加
冠
役
は
義
光
流
源
氏
の
平
賀
義
信
。
幕
府

草
創
期
か
ら
頼
朝
の
門
葉
と
し
て
厚
遇
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
も
源
氏
一
族
の
長

老
と
し
て
加
冠
役
を
任
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
日
に
は
政
所
始
、
着
甲
始
、
乗

馬
始
、
弓
始
な
ど
一
連
の
儀
礼
行
事
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
他
の
源
氏
将
軍
家
の
元
服
の
模
様
は
残
念
な
が
ら
史
料
が
な
い
。
二
代
頼

家
（
万
寿
）
は
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
以
降
の
元
服
と
思
わ
れ
る
が
、『
吾
妻
鏡
』

が
欠
巻
で
あ
り
史
料
が
な
い
。
実
名
の
「
家
」
は
、
八
幡
太
郎
義
家
の
一
字
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
鶴
岡
八
幡
宮
で
の
元
服
で
は
な
か
っ
た
か（
５
）。

　

②
摂
家
将
軍
家

　

源
氏
将
軍
は
三
代
で
終
わ
り
、
そ
の
後
、
摂
関
家
か
ら
四
代
将
軍
が
迎
え
ら
れ

た
。
九
条
三
寅
で
あ
る
。
京
都
か
ら
鎌
倉
に
や
っ
て
来
た
と
き
は
若
干
二
歳
で
あ

り
、
公
家
や
女
房
・
陰
陽
師
た
ち
も
同
時
に
下
向
し
て
い
る
か
ら
、
公
家
風
や
摂

関
家
風
の
や
り
方
が
入
っ
て
く
る
。
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
十
二
月
八
日
、
三

寅
の
元
服
日
時
に
関
す
る
勘
文
も
京
都
か
ら
送
ら
れ
て
い
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条

若
君
御
元
服
日
時
勘
文
。
自
京
都
今
朝
到
来
。
来
廿
九
日
乙
卯
午
時
云
云
。

在
継
撰
申
之
。
然
件
日
。
云
御
移
徙
。
云
御
首
服
。
重
畳
頗
可
為
卒
爾
之
間
。

如
先
度
御
定
。
来
廿
日
有
移
徙
如
何
之
由
。
被
尋
于
関
東
陰
陽
師
等
。
各
申

云
廿
九
日
四
不
出
日
也
。
雖
有
先
例
。
聊
劣
於
廿
日
歟
云
云
。
仍
儀
定
畢
。
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則
御
移
徙
勘
文
被
召
之
云
云
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
同
年
十
二
月
二
十
九
日
条
【
表
28
】

若
君
御
方
（
御
年
八
。）
御
首
服
。
申
刻
。
於
二
棟
御
所
南
面
有
其
儀
。
後

藤
左
衛
門
尉
基
綱
。
今
日
為
奉
行
也
。
時
刻
出
御
。
二
条
侍
従
教
定
奉
扶
持

之
。
武
州
。
陸
奥
守
義
氏
已
下
。
被
著
侍
座
。
次
元
服
雑
具
被
置
之
。
駿
（
北
条
重
時
）河

守
候
陪
膳
。
周
防
前
司
親
実
。
右
馬
助
仲
能
等
為
役
送
。
理
髪
・
加
冠
武
（
北
条
泰
時
）

州
。

御
名
字
（
頼
経
。）
前
春
宮
権
大
進
俊
道
朝
臣
撰
申
之
。
相
州
去
廿
三
日
以

後
病
痾
之
間
。
今
日
不
出
仕
給
云
云
。

　

同
月
二
十
九
日
、
八
歳
で
三
寅
は
二
棟
御
所
南
面
に
お
い
て
元
服
し
た
。
藤
原

頼
経
で
あ
る
。
行
事
の
差
配
は
御
所
奉
行
と
思
わ
れ
る
後
藤
基
綱
が
務
め
、加
冠
・

理
髪
共
に
執
権
の
北
条
泰
時
四
十
四
歳
が
務
め
て
い
る
。
名
字
の
「
頼
経
」
は
前

東
宮
権
大
進
俊
道
朝
臣
が
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
頼
経
は
翌
二
年
に
将
軍
に
任

命
さ
れ
て
い
る
。

　

二
十
年
後
、
頼
経
の
若
君
御
前
六
歳
の
元
服
が
行
わ
れ
た
。
五
代
将
軍
藤
原
頼

嗣
で
あ
る
。
奉
行
は
前
回
と
同
じ
く
後
藤
基
綱
で
、前
回
の
儀
式
が
「
嘉
禄
の
例
」

と
し
て
先
例
と
さ
れ
て
い
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
四
月
三
日
条

若
君
御
前
御
元
服
事
。
有
其
沙
汰
。
先
為
御
祈
。
於
春
日
社
壇
可
被
始
行
唯

識
講
之
由
被
仰
遣
。
布
施
物
被
物
十
重
。
裹
物
十
。
供
米
十
石
者
。
可
為
六

波
羅
相
州
別
進
云
云
。
此
吉
事
。
被
点
来
廿
一
日
。
又
依
可
被
行
吉
書
始
。

令
在
知
之
。
以
後
日
同
為
被
令
行
。
今
日
被
仰
六
波
羅
云
云
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
同
年
四
月
二
十
一
日
条
【
表
37
】

　
　
　
　
　
　

＊
以
下
『
吾
妻
鏡
』
は
読
解
の
た
め
、
適
宜
改
行
し
て
い
る
。

今
日
。
将
軍
家
若
君
（
六
歳
。
御
名
字
頼
嗣
。
御
母
中
納
言
親
能
卿
娘
大
宮

局
。）
御
元
服
也
。
依
被
用
嘉
禄
之
例
。
前
佐
渡
守
基
綱
奉
行
之
。
申
剋
有

其
儀
。
織
部
正
晴
賢
朝
臣
（
衣
冠
。）
持
参
日
時
勘
文
。（
入
覧
筥
。）
前
美
濃

守
親
実
朝
臣
於
西
侍
（
端
座
。）
取
之
。
経
廊
根
妻
戸
。
入
寝
殿
西
面
妻
戸
。

置
御
座
前
。（
板
敷
。）
将
軍
家
覧
之
被
返
。
入
筥
。
親
実
給
之
。
持
来
侍
所
。

懐
中
勘
文
。
若
君
着
御
装
束
。（
有
文
御
直
衣
。
二
倍
織
物
。
御
指
貫
。
白
単
。

不
令
結
御
髪
給
。
親
実
朝
臣
候
之
。
定
員
為
御
前
装
束
。）
武
州
（
白
襖
狩
衣
。

薄
色
生
指
貫
。
着
帷
下
袴
。）
参
給
。
二
条
中
将
教
定
朝
臣
。（
布
衣
。
上
括
。

任
嘉
禄
例
。
可
奉
扶
持
云
云
。
然
而
女
房
被
催
之
。
無
指
所
役
歟
。）
前
右

京
権
大
夫
資
親
朝
臣
等
同
候
此
所
。
御
装
束
訖
。
渡
御
寝
殿
西
面
。（
女
房
奉

扶
持
。）
召
武（
北
条
経
時
）
州
。
武
州
参
進
。
被
勤
仕
理
髪
・
加
冠
。（
引
入
御
烏
帽
子
。）

　
　

次
進
御
前
物
（
土
高
坏
。
両
御
方
。）

　

陪
膳　

左
近
大
夫
将
監
時
頼
。（
已
下
所
役
。
両
御
方
被
相
兼
之
。）

　

役
送　

能
登
右
近
大
夫
仲
時
・
毛
利
兵
衛
大
夫
広
光
。

　
　
　
　
　

両
人
共
為
陪
膳
之
位
次
上
臈
也
。
自
叶
嘉
禄
例
哉
。

次
冠
者
殿
令
帰
入
給
。
次
人
人
着
庭
上
座
。
次
上
御
簾
。
大
夫
将
監
時
頼
役

之
給
。
次
冠
者
殿
改
換
装
束
（
無
文
御
直
衣
。
指
貫
。）
参
給
。

次
献
御
引
出
物　

御
剣　

前
丹
後
守
泰
氏
（
白
襖
狩
衣
。
薄
色
生
奴
袴
。
着

下
袴
。）
経
西
侍
簀
子
并
廊
入
妻
戸
。
置
御
座
傍
。（
左
方
。）

　

一
御
馬
（
置
鞍
）　

備
前
守
時
長
（
半
靴
）

　
　
　
　
　
　
　
　

前
壱
岐
守
泰
綱
（
野
剣
毛
沓
）

　

二
御
馬
（
同
）　　

駿
河
式
部
大
夫
家
村　
　
　

同
五
郎
左
衛
門
尉
資
村

　

三
御
馬
（
同
）　　

遠
江
次
郎
左
衛
門
尉
光
盛　

同
五
郎
左
衛
門
尉
盛
時
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次
入
御　

次
冠
者
殿
（
将
軍
被
奉
扶
持
。）
出
御
二
棟
。（
嘉
禄
例
如
此
。）

次
進
物　

御
剣
前
右
馬
権
頭
政
村
（
薄
青
白
裏
狩
衣
。
薄
色
指
貫
。）
経
簀
子
。

入
第
三
間
置
之
。
御
弓
征
箭
（
羽
切
生
）
遠
江
守
朝
直
（
白
襖
狩
衣
薄
色
指

貫
）
左
手
持
矢
。
右
取
弓
。
倚
立
御
座
傍
柱
。
御
刀
（
鞘
巻
。
在
下
緒
。）

相
模
右
近
大
夫
将
監
時
定
。（
以
刃
為
内
捧
之
。）
御
鎧
（
紫
糸
威
。
副
赤
地

錦
御
直
垂
。
居
甲
櫃
蓋
。）
越
後
守
光
時
・
遠
江
式
部
大
夫
時
章
。
置
御
前

長
押
下
。（
以
冑
前
。
向
御
前
。）。
羽
（
納
箱
）
前
若
狭
守
泰
村
。
砂
金
秋
田

城
介
義
景
。
已
上
両
種
置
長
押
上
。
次
武
州
依
召
参
進
廊
。
賜
御
剣
。（
入
袋
。

前
隼
人
正
光
重
伝
大
夫
将
監
時
頼
。
親
衛
於
廊
被
奉
之
。）下
立
庭
上
一
拝
給
。

次
入
御
。
今
日
少
人
数
度
出
御
。
其
儀
各
移
剋
之
処
。
敢
無
御
窮
屈
。
偏
如

成
人
。
貴
賤
皆
所
奉
感
嘆
也
。
抑
御
任
官
事
。
任
嘉
禄
之
例
。
可
為
後
日
。

又
可
令
蒙
将
軍　

宣
旨
給
云
云
。
是
依
天
変
。
御
譲
与
事
。
俄
思
食
立
之
上
。

五
六
両
月
。
当
御
慎
之
間
。
今
月
被
遂
此
儀
也
。
御
名
字
。
兼
日
風
聞
。
兼

頼
也
。（
自
京
都
。
被
選
進
。
両
三
之
其
一
。）
而
今
所
被
用
将
軍
家
御
計
也

云
云
。

次
武
州
相
率
評
定
衆
。
被
参
政
所
。
有
吉
書
始
儀
。（
中
略
）
次
云
御
元
服
無

為
事
。
云
新
冠
任
官
叙
位
事
。
可
被
申
京
都
之
由
有
議
定
。
被
整
御
消
息
等
。

被
奉
譲
征
夷
大
将
軍
於
冠
者
殿
之
由
云
云
。
平
新
左
衛
門
尉
盛
時
応
其
準
脚
。

已
雖
及
黄
昏
。
吉
日
之
上
。
依
為
御
急
事
進
発
。
行
程
被
定
六
ケ
日
云
云
。

　

頼
嗣
の
元
服
は
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
四
月
二
十
一
日
、
六
歳
で
行
わ
れ
、

父
の
将
軍
頼
経
二
十
七
歳
の
御
前
で
行
わ
れ
た
。
加
冠
役
は
執
権
の
北
条
経
時

二
十
一
歳
で
あ
っ
た
。「
嘉
禄
の
例
」
と
比
べ
る
と
、
場
所
や
加
冠
及
び
理
髪
役
が

執
権
、
奉
行
が
後
藤
基
綱
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
同
じ
で
、
相
違
点
は
将
軍
臨
席

の
有
無
で
あ
る
。
頼
嗣
の
名
前
は
京
都
か
ら
の
選
申
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
同
月

二
十
八
日
、
将
軍
職
が
頼
嗣
に
譲
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
二
代
に
渡
り
、
現
役

の
執
権
が
将
軍
家
の
加
冠
役
を
務
め
て
い
る
。

　

③
親
王
将
軍
家

　

摂
家
将
軍
が
二
代
で
終
わ
る
と
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
天
皇
家
よ
り
六
代

将
軍
が
迎
え
ら
れ
た
。
後
嵯
峨
院
の
第
一
皇
子
宗
尊
親
王
で
あ
る
。
宗
尊
は
同
年

正
月
、
十
一
歳
で
元
服
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
関
東
下
向
以
前
の
こ
と
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
検
討
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

　

宗
尊
は
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
七
月
四
日
、
将
軍
職
を
辞
任
し
、
八
日
に
は

鎌
倉
を
離
れ
た
。
二
十
四
日
に
は
宗
尊
の
第
一
皇
子
が
三
歳
で
七
代
将
軍
と
な
り
、

四
年
後
の
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
二
月
二
十
三
日
、
元
服
を
遂
げ
た
（
表
45
）。

惟
康
親
王
で
あ
る
。
加
冠
役
は
連
署
の
北
条
政
村
六
十
六
歳
で
あ
る
。
執
権
で
北

条
氏
家
督
の
時
宗
は
、
こ
の
時
十
九
歳
だ
っ
た
の
で
、
加
冠
役
を
務
め
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
惟
康
は
こ
の
年
十
二
月
に
は
源
姓
を
与
え
ら
れ
、
弘
安

十
年
（
一
二
八
七
）
ま
で
源
氏
将
軍
が
復
活
し
て
い
た
。
在
位
二
十
年
に
及
ぶ
。

　

正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
十
月
六
日
、
後
深
草
天
皇
の
第
六
皇
子
久
明
親
王
が

十
四
歳
で
元
服
し
、
九
日
八
代
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
も
関
東
下
向
以
前
の

こ
と
で
あ
る
。
将
軍
在
位
は
十
九
年
と
な
る
。

　

延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
八
月
二
十
六
日
、
久
明
親
王
の
子
守
邦
親
王
八
歳
が

元
服
を
遂
げ
（
表
54
）、
即
日
最
後
の
九
代
将
軍
と
な
っ
た
。
加
冠
役
は
不
明
で

あ
る
が
、
得
宗
北
条
貞
時
は
出
家
し
て
法
体
だ
っ
た
た
め
、
貞
時
で
は
な
か
ろ
う
。

　

以
上
、
九
人
の
将
軍
の
う
ち
、
実
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
事
実
が
、
三
代
実
朝



―　　―42

と
七
代
惟
康
親
王
の
元
服
が
将
軍
任
官
の
後
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

二
人
は
元
服
前
に
将
軍
と
な
り
、
後
日
元
服
を
遂
げ
て
い
る
。
二
人
の
共
通
点
と

し
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
鎌
倉
に
い
た
ま
ま
、
上
洛
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

実
は
公
家
社
会
に
は
同
様
な
即
位
後
の
元
服
と
し
て
「
天
皇
元
服
」
と
い
う
も
の

が
あ
る（
６
）。

も
っ
と
も
、
天
皇
元
服
が
正
月
五
日
以
前
に
行
う
こ
と
を
例
と
し
て
い

る
の
に
対
し
、
臨
時
の
応
急
的
な
も
の
で
あ
り
、「
将
軍
元
服
」
と
い
う
も
の
で
は

な
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
共
、
幕
閣
首
脳
の
強
い
意
図
が
あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　

④
北
条
得
宗
家

　

次
に
一
方
の
北
条
氏
の
家
督
・
得
宗
家
の
元
服
の
様
相
を
見
て
い
こ
う
。
歴
代

の
仮
名
に
つ
い
て
は
森
幸
夫
氏
の
考
察
が
あ
る（
７
）。
氏
は
得
宗
家
の
後
継
者
は
原
則

と
し
て
仮
名
「
太
郎
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
実

名
や
元
服
に
関
す
る
研
究
で
は
な
い
。

　

初
代
四
郎
時
政
の
元
服
に
関
す
る
史
料
は
な
い
。
嫡
男
は
戦
死
し
て
し
ま
っ
た

三
郎
宗
時
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
た
史
料
は
な
い
。

　

時
政
の
跡
を
継
い
だ
四
郎
義
時
は
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）
生
ま
れ
な
の
で
、

元
服
は
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
頃
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
史
料
は
な
い
。

　

史
料
上
明
ら
か
に
な
る
の
が
、
義
時
長
男
の
三
代
泰
時
（
金
剛
丸
）
か
ら
で
あ

る
。
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
二
月
二
日
、
金
剛
丸
は
幕
府
西
侍
に
お
い
て
元
服

を
遂
げ
、
太
郎
頼
時
と
名
乗
っ
た
。
加
冠
役
は
将
軍
頼
朝
。
幕
府
西
侍
に
は
錚
々

た
る
御
家
人
三
十
四
人
が
十
一
人
づ
つ
三
列
に
列
座
し
て
い
る
。
第
一
列
に
父
の

義
時
、
第
三
列
に
祖
父
の
時
政
が
見
え
る
も
の
の
、
半
ば
公
式
行
事
と
位
置
付
け

ら
れ
よ
う
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
【
表
20
】

入
夜
。
江（
北
条
義
時
）

間
殿
嫡
男
（
童
名
金
剛
。
年
十
三
。）
元
服
。
於
幕
府
有
其
儀
。

西
侍
構
鋪
設
於
三
行
。（
中
略
）
時
剋
。
北（
時
政
）

条
殿
相
具
童
形
参
給
。
則
将
軍
家

出
御
。
有
御
加
冠
之
儀
。
武
州
・
千
葉
介
等
取
脂
燭
候
左
右
。
名
字
号
太
郎

頼
時
。
次
被
献
御
鎧
以
下
。
新
冠
又
賜
御
引
出
物
。
御
剣
者
里
見
冠
者
義
成

伝
之
云
云
。
次
三
献
。
椀
飯
。
其
後
盃
酒
数
巡
。
殆
及
歌
舞
云
云
。

次
召
三
浦
介
義
澄
於
座
右
。
以
此
冠
者
。
可
為
婿
之
旨
被
仰
含
。
孫
女
之
中

撰
好
婦
。
可
随
仰
之
由
申
之
云
云
。

　

こ
の
と
き
頼
朝
の
命
に
よ
り
、
頼
時
と
三
浦
義
澄
の
孫
女
を
許
嫁
と
し
た
こ
と

も
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
な
お
、
こ
の
後
、
頼
時
は
泰
時
と
実
名
を
改
め
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
理
由
や
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
烏
帽
子

親
の
頼
朝
の
死
去
に
伴
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

泰
時
長
男
の
四
代
太
郎
時
氏
（
幼
名
不
詳
）
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
い
。
建
仁

三
年
（
一
二
〇
三
）
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
頃
の
元
服

で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
名
か
ら
は
足
利
義
氏
を
加
冠
役
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
冠
役
が
将
軍
実
朝
で
は
な
い
点
に
注
目
で
き
る
。
時
氏
は

執
権
に
な
る
前
に
、
二
十
八
歳
で
死
去
し
て
い
る
。

　

時
氏
の
長
男
薬
上
は
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
三
月
五
日
、
十
一
歳
の
と
き
、

四
代
将
軍
頼
経
十
七
歳
を
加
冠
役
と
し
て
御
所
に
お
い
て
元
服
し
た
。
五
代
弥
四

郎
経
時
で
あ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
【
表
33
】

武（
北
条
泰
時
）
州
孫
子
。（
匠
作
嫡
男
。
歳
十
一
。）於
御
所
。
被
加
首
服
。
相
州
。（
布
衣
。）
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相
州
。（
布
衣
。）
武
州
。（
同
。）
越
後
守
。
式
部
大
夫
。（
政
ー
。）
前
民
部
権

少
輔
。
摂
津
守
師
員
。
駿
河
前
司
義
村
。
出
羽
前
司
家
長
。
大
夫
判
官
基
綱
。

上
野
介
朝
光
等
着
西
侍
。
若
公
（
水
干
。）
同
侍
南
座
。
有
小
時
。
以
藤
内

左
衛
門
尉
定
員
。
被
召
之
。
若
公
被
参
于
寝
殿
西
向
簾
中
。
其
後
応
召
。
武

州
参
給
。
式
部
大
夫
。
前
民
部
権
少
輔
。
左
近
大
夫
将
監
佐
房
。
左
衛
門
大

夫
泰
秀
。
右
馬
権
助
仲
能
等
勤
所
役
。
次
理
髪
相（
北
条
時
房
）

州
。
次
御
加
冠
。
号
北
条

弥
四
郎
経
時
。
次
八
条
少
将
取
御
剣
。
授
新
冠
賜
之
。
退
出
于
休
所
。

次
両
国
司
已
下
人
人
着
座
庭
上
。
将（
藤
原
頼
経
）

軍
家
出
御
南
面
。
八
条
少
将
実
清
朝
臣

候
御
簾
。
次
被
進
御
引
出
物
。
御
剣
。
御
鎧
。
御
馬
等
云
云
。

其
後
被
垂
御
簾
。
新
冠
已
下
人
人
。
又
堂
上
有
椀
飯
儀
。
一
如
元
三
。
武
州

退
出
之
後
。
被
引
進
竜
蹄
於
相
州
。
平
左
衛
門
尉
盛
綱
為
御
使
。
又
以
尾
藤

左
近
将
監
入
道
。
諏
方
兵
衛
尉
等
。
今
日
役
人
面
面
。
被
賀
仰
云
云
。

　

次
い
で
、
時
氏
の
次
男
で
、
経
時
の
弟
戒
寿
も
、
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
四

月
二
十
二
日
、
頼
経
の
御
前
で
十
一
歳
で
元
服
し
た
。
六
代
五
郎
時
頼
で
あ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
【
表
35
】

入
夜
。
左（
北
条
泰
時
）

京
兆
孫
子
小
童
。（
字
戎
寿
。
故
修
理
亮
時
氏
二
男
。）
於
御
前
有

元
服
之
儀
。
先
城
太
郎
義
景
。
大
曾
禰
兵
衛
尉
長
泰
等
持
参
雑
具
。
次
駿
河

前
司
義
村
候
理
髪
。
次
御
加
冠
。
次
被
進
御
引
出
物
。

役
人　

御
剣　

右
馬
権
頭
（
政
村
）　

御
調
度　

北
条
大
夫
将
監
（
経
時
）　

　
　
　

御
行
騰　

小
山
五
郎
左
衛
門
尉
（
長
村
）

　
　
　

御
甲　

駿
河
次
郎
（
泰
村
）　

同
四
郎
左
衛
門
尉
（
家
村
）

　
　
　

南
廷　

長
井
左
衛
門
大
夫
（
泰
秀
）

一
御
馬
（
黒
鹿
毛
置
鞍
）　

駿
河
五
郎
左
衛
門
尉
（
資
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
八
郎
（
胤
村
）

　

二
御
馬
（
瓦
毛
）　

相
模
六
郎
（
時
定
）　

平
左
衛
門
三
郎
（
盛
時
）

　

次
駿
河
前
司
賜
御
引
出
物
。

　
　

御
剣　

後
藤
佐
渡
前
司
（
基
綱
）

　
　

御
馬
（
栗
毛
糟
毛
置
鞍
）　

南
条
七
郎
左
衛
門
尉
（
時
貞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
兵
衛
次
郎
（
経
忠
）

　

次
自
将（
頼
経
）軍
新
冠
（
号
五
郎
時
頼
。）
被
賜
御
引
出
物
。

　
　

御
剣　

宮
内
少
輔
（
泰
氏
）　

御
調
度　

遠
江
式
部
大
夫
（
光
時
）

　
　

御
甲　

上
野
七
郎
左
衛
門
尉
（
朝
広
）　

同
三
郎
（
重
光
）

　
　

御
馬
（
黒
置
鞍
）　

近
江
四
郎
左
衛
門
尉
（
氏
信
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
左
衛
門
太
郎
（
長
綱
）

　

次
い
で
、
七
代
目
は
時
頼
の
次
男
時
宗
で
あ
る
。
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
二

月
二
十
六
日
、
御
所
に
お
い
て
宗
尊
親
王
を
加
冠
役
と
し
て
七
歳
で
元
服
し
、
幼

名
正
寿
か
ら
太
郎
時
宗
と
な
っ
た
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
【
表
42
】

今
日
午
二
点
。
相（
北
条
時
頼
）

州
禅
室
若
公
（
御
名
正
寿
。
七
歳
。）
於
御
所
被
加
首
服
。

奥
州
并
御
家
人
（
各
布
衣
下
括
。）
著
西
侍
。
於
二
棟
御
所
有
其
儀
。
副
東

障
子
設
御
座
。（
大
文
高
麗
縁
。）
若
公
著
童
装
束
。（
狩
衣
。
袴
繍
。）
被
着
武

州
座
下
。
時
剋
。
将（
宗
尊
親
王
）

軍
家
出
御
。
土
御
門
中
納
言
（
顕
方
卿
。
直
衣
。）
出

二
棟
南
面
妻
戸
。
蹲
居
廊
根
妻
戸
間
。
向
若
公
告
召
之
由
。
若
公
被
参
御
前
。

武
州
被
奉
扶
持
之
。
次
賜
御
装
束
・
御
烏
帽
子
。
退
下
。
於
中
御
所
西
対
渡

廊
。
立
屏
風
。
被
着
所
賜
之
御
衣
。（
浮
線
綾
狩
御
衣
。
紫
浮
織
物
御
奴
袴
。

蘇
芳
二
袙
。
紅
単
衣
。）
則
又
被
参
簾
中
。
武
州
扶
持
如
先
。
其
後
置
雑
具
。
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先
秋
田
城
介
泰
盛
持
参
烏
帽
子
。（
置
柳
筥
。）進
御
前
簀
子
。
擡
御
簾
進
入
之
。

次
壱
岐
前
司
泰
綱
取
打
乱
筥
。
大
宰
権
少
弐
景
頼
役
泔
坏
（
置
柳
筥
。）
已

上
作
法
如
先
。
次
奥
州
起
侍
座
。
経
廊
西
縁
。
被
候
切
妻
戸
庇
。
武
（
北
条
長
時
）州者
為

理
髪
役
被
候
簾
中
。
其
外
人
人
廊
西
南
座
列
。（
北
上
。
東
切
折
束
。）

次
武
州
参
進
理
髪
。
次
新
冠
候
御
座
前
給
。
御
加
冠
。
次
新
冠
三
拝
。
次
本

役
人
等
参
進
撤
雑
具
。
武
州
出
於
簾
中
。
加
于
庭
上
。
次
黄
門
出
自
二
棟
南

面
。
上
同
西
面
御
簾
三
ケ
間
。
次
進
物
。
御
剣
武
蔵
前
司
朝
直
。
御
調
度
尾

張
前
司
時
章
。
御
鎧
刑
部
少
輔
教
時
。
左
近
大
夫
将
監
公
時
。
御
野
矢
下
野

前
司
泰
綱
。
御
行
騰
和
泉
前
司
行
方
。

　
　

一
御
馬
（
置
鞍
銀
）　　

陸
奥
六
郎
義
政　

原
田
藤
内
左
衛
門
尉
宗
経

　
　

二
御
馬
（
白
伏
輪
鞍
）　

陸
奥
三
郎
時
村　

工
藤
左
衛
門
尉
高
光

　
　

三
御
馬
（
同
）　　
　
　

相
模
三
郎
時
利　

南
条
新
左
衛
門
尉
頼
員

次
新
冠
給
御
剣
。（
自
取
之
給
。）退
出
。
武
州
更
堂
上
扶
持
之
。
便
被
着
侍
座
。

次
人
人
帰
着
同
座
。
有
三
献
儀
。
次
新
冠
御
前
杓
。（
其
座
武
州
已
下
如
初
。）

次
預
書
下
御
名
字
。（
時
宗
。）
黄
門
給
之
。
被
授
武
州
。

　

な
お
、「
御
名
字
」
の
「
時
宗
」
と
書
か
れ
た
「
書
下
」
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
の
ち
の
時
代
の
「
一
字
書
出
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ

う
。

　

八
代
目
は
時
宗
の
長
男
貞
時
。
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
十
二
月
二
日
、
七
歳

の
と
き
元
服
し
、
幼
名
幸
寿
を
太
郎
貞
時
と
改
め
た
（
表
48
）。
加
冠
役
は
不
明
。

将
軍
惟
康
親
王
だ
と
す
れ
ば
、
親
王
は
こ
の
と
き
十
四
歳
で
あ
る
が
確
定
で
き
な

い
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
模
様
が
『
建
治
三
年
記
』
同
日
条
に
詳
し
い
が
紙
幅
の

都
合
も
あ
り
、
引
用
し
な
い
。

　

九
代
目
は
貞
時
の
長
男
高
時
。
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
正
月
二
十
一
日
、
七

歳
の
と
き
元
服
し
、幼
名
成
寿
を
太
郎
高
時
と
改
め
た
（
表
55
）。
加
冠
役
は
不
明
。

将
軍
守
邦
親
王
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
九
歳
で
あ
る
が
確
定
で
き
な
い
。

　

な
お
、
高
時
の
長
男
は
邦
時
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
な
け
れ
ば
、
次
の

得
宗
で
あ
っ
た
。
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
十
二
月
十
五
日
、
七
歳
の
と
き
元
服

を
果
た
し
、
幼
名
万
寿
か
ら
太
郎
邦
時
と
改
め
た
（
表
61
）。
加
冠
役
は
そ
の
実

名
か
ら
将
軍
守
邦
親
王
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
北
条
得
宗
家
の
元
服
は
、
い
ず
れ
も
家
督
を
継
承
す
る
前
に
元
服
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
。
前
期
の
泰
時
・
経
時
・
時
頼
の
三
代
は
祖
父
健
在
時
の
元
服

で
あ
る
こ
と
。
時
宗
以
降
の
四
代
は
い
ず
れ
も
七
歳
で
元
服
し
て
お
り
、
文
字
通

り
儀
礼
化
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
ち
な
み
に
七
歳
で
の
元
服
は
、

八
幡
太
郎
義
家
と
惟
康
親
王
が
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
主
従
制
的
支
配
権
・
統
治
権
的
支
配
権
を
分
掌
し
た
将

軍
と
得
宗
の
元
服
は
、
相
互
に
補
い
合
っ
た
と
も
評
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
四
代
将

軍
頼
経
・
五
代
頼
嗣
と
執
権
経
時
・
時
頼
の
と
き
と
、
六
代
将
軍
宗
尊
親
王
と
時

宗
の
時
期
に
限
ら
れ
、
七
八
九
代
の
将
軍
と
貞
時
・
高
時
に
関
し
て
は
そ
の
痕
跡

は
な
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
最
後
の
将
軍
守
邦
親
王
と
次
期
得
宗
と
な
る
は
ず

だ
っ
た
北
条
邦
時
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。

　

二
．
鎌
倉
御
家
人
の
元
服

　

次
に
御
家
人
一
般
の
元
服
の
模
様
を
眺
め
て
み
よ
う
。
元
服
は
人
の
一
生
に
お

い
て
大
事
な
節
目
で
あ
り
、
全
員
が
漏
れ
な
く
通
過
す
る
通
過
儀
礼
で
も
あ
る
が
、

史
料
に
残
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
十
九
例
の
元
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服
記
事
が
所
見
さ
れ
（
将
軍
及
び
得
宗
を
除
く
と
十
二
例
）、
そ
れ
ら
は
全
て
、

鎌
倉
後
期
に
お
け
る
『
吾
妻
鏡
』
編
纂
メ
ン
バ
ー
の
祖
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る（
８
）。『
吾
妻
鏡
』
以
外
で
は
、
や
は
り
系
図
類
と
な
っ
て
し
ま
い
、
史
料
的

信
憑
性
も
い
さ
さ
か
低
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
現
在
収
集
し
え
た
事
例
か
ら
分
析

し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
源
頼
朝
の
時
代
を
眺
め
て
み
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
二
日
条
【
表
８
】

武（
源
頼
朝
）衛
御
乳
母
故
八
田
武
者
宗
綱
息
女
。（
小
山
下
野
大
掾
政
光
妻
。
号
寒
河

尼
。）
相
具
鐘
愛
末
子
。
参
向
隅（
下
総
国
）

田
宿
。
則
召
御
前
。
令
談
往
事
給
。
以
彼

子
息
。
可
令
致
昵
近
奉
公
之
由
望
申
。
仍
召
出
之
。
自
加
首
服
給
。
取
御
烏

帽
子
授
之
給
。
号
小
山
七
郎
宗
朝
。（
後
改
朝
光
。）
今
年
十
四
歳
也
云
云
。

　

結
城
朝
光
の
場
合
、
頼
朝
の
乳
母
子
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
二
重
の
関
係
で
二
人

の
関
係
は
深
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
場
所
は
、
頼
朝
が
鎌
倉
に
入
る
直
前
の
行

軍
中
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、
平
時
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
戦
場
で
の
例
も
あ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
（
一
一
八
五
）
八
月
十
二
日
条
【
表
15
】

一
昨
日
合
戦
之
時
。
千
鶴
丸
若
少
之
齢
而
入
敵
陣
。
発
矢
及
度
度
。
又
名
謁

云
。
河
村
千
鶴
丸
云
云
。
二（
源
頼
朝
）品始

令
聞
其
号
給
。
仍
御
感
之
余
。
今
日
於
船

迫（
陸
奥
国
）駅。

被
尋
仰
其
父
。
小
童
為
山
城
権
守
秀
高
四
男
之
由
申
之
。
依
之
。
於

御
前
俄
加
首
服
。
号
河
村
四
郎
秀
清
。
加
冠
加
加
美
次
郎
長
清
也
。
此
秀
清

者
。
去
治
承
四
年
。
石
橋
合
戦
之
時
。
兄
義
秀
令
与
景
親
謀
叛
之
後
。
牢
籠

之
処
。
母
（
二
品
官
女
。
号
京
極
局
。）
相
計
而
暫
隠
其
号
。
置
休
所
之
傍
。

而
今
度
御
進
発
之
日
。
称
譜
第
之
勇
士
。
企
慇
懃
吹
挙
之
間
候
御
共
。
忽
顕

兵
略
。
即
開
佳
運
者
也
。

　

文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
の
奥
州
合
戦
に
お
け
る
河
村
秀
清
の
例
で
、
頼
朝
が

加
賀
美
（
の
ち
小
笠
原
）
長
清
を
秀
清
の
烏
帽
子
親
に
指
名
し
た
例
で
あ
る
。
秀

清
の
母
も
幕
府
の
女
房
で
あ
り
、
頼
朝
と
の
個
人
的
つ
な
が
り
が
そ
の
背
景
に
あ

っ
た
。
以
上
の
二
例
は
、
女
性
を
介
し
た
頼
朝
を
囲
む
親
族
的
関
係
の
な
か
で
の

元
服
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
頼
朝
と
の
結
び
付
き
は
元
よ
り
強
い
。
た
だ

し
、
必
ず
し
も
頼
朝
自
身
が
加
冠
役
を
務
め
て
は
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お

き
た
い
。

　

や
は
り
、
頼
朝
の
意
志
が
入
り
な
が
ら
、
自
分
の
側
近
に
加
冠
役
を
や
ら
せ
て

い
る
の
が
、
次
の
例
で
あ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
（
一
一
八
五
）
四
月
十
三
日
条
【
表
14
】

北（
時
政
）

条
殿
三
男
（
十
五
歳
。）
於
御
所
被
加
首
服
。
秉
燭
之
程
。
於
西
侍
有
此
儀
。

武
州
。
駿
河
守
広
綱
。
遠
江
守
義
定
。
参
河
守
範
頼
。
江
間
殿
。
新
田
蔵
人

義
兼
。
千
葉
介
常
胤
。
三
浦
介
義
澄
。
同
十
郎
義
連
。
畠
山
次
郎
重
忠
。
小

山
田
三
郎
重
成
。
八
田
右
衛
門
尉
知
家
。
足
立
右
馬
允
遠
元
。
工
藤
庄
司
景

光
。
梶
原
平
三
景
時
。
和
田
太
郎
義
盛
。
土
肥
次
郎
実
平
。
岡
崎
四
郎
義
実
。

宇
佐
美
三
郎
祐
茂
等
着
座
。（
東
上
。）
二（
源
頼
朝
）品出
御
。
先
三
献
。
江
間
殿
令
取

御
杓
給
。
千
葉
小
太
郎
成
胤
相
代
役
之
。
次
童
形
依
召
被
参
進
。
御
前
蹲
居
。

次
三（
佐
原
）

浦
十
郎
義
連
被
仰
可
為
加
冠
之
由
。
義
連
頻
敬
屈
。
頗
有
辞
退
之
気
。

重
仰
曰
。
只
今
上
首
多
祗
候
之
間
。
辞
退
一
旦
可
然
。
但
先
年
御
出
三
浦
之

時
。
故
広
常
与
義
実
諍
論
。
義
連
依
宥
之
無
為
。
其
心
操
尤
被
感
思
食
キ
。

此
小
童
。
御
台
所
殊
憐
愍
給
之
間
。
至
将
来
。
欲
令
為
方
人
之
故
。
所
被
計

仰
也
。
此
上
不
及
子
細
。
小
山
七
郎
朝
光
。
八
田
太
郎
朝
重
取
脂
燭
進
寄
。
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梶
原
源
太
左
衛
門
尉
景
季
。
同
平
次
兵
衛
尉
景
高
。
持
参
雑
具
。
義
連
候
加

冠
。
名
字
（
時
連
五
郎
。）
云
云
。
今
夜
加
冠
役
事
。
兼
日
不
被
定
之
間
。

思
儲
之
輩
多
雖
候
。
当
座
御
計
。
不
能
左
右
事
歟
。

　

舅
の
北
条
時
政
の
三
男
の
元
服
の
模
様
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
、
頼
朝
側
近
の

佐
原
義
連
が
加
冠
役
と
な
っ
て
い
る
。
文
末
に
あ
る
よ
う
に
、
加
冠
役
に
つ
い
て

は
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
ら
ず
、
我
こ
そ
は
、
と
思
っ
て
い
た
者
も
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
御
家
人
に
と
っ
て
加
冠
役
が
名
誉
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
頼
朝
の
義
弟
と
い
う
関
係
で
あ
る
か
ら
親
族
関
係
の
な
か

で
の
こ
と
と
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
先
に
引
用
し
た
北
条
泰
時
（
頼
時
）

の
元
服
（
表
20
）
も
、『
吾
妻
鏡
』
編
纂
者
の
意
図
と
は
別
に
、
本
来
頼
朝
の
家
族

関
係
と
い
う
範
疇
を
出
て
い
な
か
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
十
月
十
日
条
【
表
19
】

野
本
斎
藤
左
衛
門
大
夫
基
員
子
息
小
童
。
於
幕
府
遂
首
服
。
進
御
鎧
以
下
。

自
将
軍
家
。
又
賜
重
宝
等
云
云
。

　

武
蔵
国
御
家
人
の
野
本
時
員
の
元
服
記
事
が
『
吾
妻
鏡
』
に
載
せ
ら
れ
た
理
由

は
い
さ
さ
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
元
服
童
の
野
本
時
員
の
実
父
は
下
河
辺
政
義

で
あ
り
、
兄
弟
の
行
平
は
頼
朝
に
重
用
さ
れ
、
幕
府
女
房
も
輩
出
し
て
い
る
下
河

辺
氏
で
あ
る
た
め
か
も
し
れ
な
い（
９
）。

　

な
お
、
次
の
よ
う
な
特
殊
な
事
例
も
あ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
九
月
七
日
条
【
表
16
】

入
夜
故（
伊
東
）

祐
親
法
師
孫
子
祐
成
（
号
曾
我
十
郎
。）
相
具
弟
童
形
。（
号
筥
王
。）

参
北（
時
政
）

条
殿
。於
御
前
令
遂
元
服
。号
曾
我
五
郎
時
致
。賜
竜
蹄
一
疋
。（
鹿
毛
。）

是
祖
父
祐
親
法
師
者
。
雖
奉
射
二
品
。
其
子
孫
事
。
於
今
者
不
及
沙
汰
。
祐

成
又
相
従
継
父
祐
信
。
在
曾
我
庄
。
依
不
肖
雖
未
致
官
仕
。
常
所
参
北
条
殿

也
。
然
間
今
夜
儀
強
不
及
御
斟
酌
云
云
。

　

こ
の
場
合
の
「
御
前
」
は
、
時
政
御
前
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
北
条
時

政
が
特
別
に
元
服
を
遂
げ
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
政
は
仮
名
四
郎
で
あ

っ
た
か
ら
、
五
郎
は
そ
れ
に
次
ぐ
意
味
を
持
つ
。
兄
が
十
郎
な
の
に
、
弟
が
五
郎

と
逆
転
し
た
理
由
で
あ
る
。

　

次
に
三
代
実
朝
の
時
期
と
な
る
。
ま
ず
は
北
条
一
門
で
あ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
十
月
二
十
四
日
条
【
表
22
】

相（
北
条
義
時
）

州
二
男
（
年
十
三
。）
於
御
所
元
服
。
号
次
郎
朝
時
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
十
二
月
二
十
八
日
条
【
表
23
】

今
日
入
夜
。
相
（
北
条
義
時
）州鍾
愛
若
公
（
九
才
。
当
腹
。）
於
御
所
元
服
之
儀
。
三
浦

左
衛
門
尉
義
村
為
加
冠
也
。
号
四
郎
政
村
云
云
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
十
月
三
日
条
【
表
26
】

卯
剋
。
相
（
北
条
義
時
）州参

着
給
。
戌
剋
。
相
州
子
息
於
御
前
元
服
給
。
理
髪
前
駿
河
守

惟
義
朝
臣
也
。
号
相
模
五
郎
実
義
。

　

三
つ
目
の
史
料
の
場
合
、加
冠
役
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「（
実
朝
）御
前
」

と
あ
り
、「
実
義
」
の
名
前
か
ら
将
軍
源
実
朝
と
考
え
ら
れ
る
。
理
髪
役
は
源
氏
一

門
の
重
鎮
・
大
内
惟
義
だ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
北
条
義
時
の
子
息
た
ち
の
名
越
朝
時
・
北
条
政
村
・
金
沢
実

義
（
の
ち
実
泰
）
は
、
将
軍
御
所
も
し
く
は
実
朝
御
前
で
元
服
を
果
た
し
て
お
り
、

朝
時
・
実
義
の
場
合
は
実
朝
自
ら
加
冠
役
を
務
め
て
い
る
。
政
村
の
場
合
は
、
有

力
御
家
人
の
三
浦
義
村
が
加
冠
役
を
務
め
て
い
る
。
三
浦
氏
に
よ
る
北
条
氏
の
加

冠
役
は
、
北
条
時
房
元
服
時
の
佐
原
義
連
に
続
い
て
二
例
目
で
あ
る
。
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さ
て
、
金
沢
北
条
氏
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
に
深
い
関
係
が
推
測
さ
れ
る
一
族

で
あ
り
、
前
に
見
た
実
泰
（
実
義
）、
そ
し
て
実
時
・
顕
時
の
三
代
の
元
服
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
実
時
の
元
服
の
模
様
を
見
て
み
よ
う
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
十
二
月
二
十
九
日
条
【
表
32
】

陸（
金
沢
実
泰
）

奥
五
郎
子
息
小
童
。（
歳
十
。）
於
武
（
北
条
泰
時
）

州
御
亭
元
服
。
号
太
郎
実
時
。
如
駿

河
前
司
在
座
。
一
事
以
上
。
亭
主
御
経
営
也
。
即
又
為
加
冠
。
是
非
兼
日
之

構
。
有
所
存
俄
及
此
儀
之
由
。
被
仰
云
云
。

　

実
泰
の
元
服
の
二
十
年
後
に
行
わ
れ
た
実
時
の
元
服
は
、
三
代
執
権
北
条
泰
時

の
私
邸
に
お
い
て
、
泰
時
の
差
配
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

泰
時
が
関
わ
っ
た
元
服
は
こ
の
他
、
三
浦
泰
村
（
表
27
）、
松
葉
惟
泰
（
表
29
）、

武
田
信
時
（
表
30
）
が
あ
る
。

　

得
宗
家
に
準
じ
る
庶
兄
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
十
二
月
二
十
九
日
条
【
表
40
】

相（
北
条
時
頼
）

州
御
息
被
加
首
服
。
号
相
模
三
郎
時
利
。（
後
改
時
輔
。）
加
冠
足
利
三
郎

利
氏
。（
後
改
頼
氏
。）

　

時
輔
は
源
氏
一
門
の
足
利
頼
氏
を
烏
帽
子
親
に
元
服
し
て
い
る
。
先
述
の
よ
う

に
、
弟
で
嫡
男
の
時
宗
は
こ
の
翌
年
、
将
軍
宗
尊
親
王
を
加
冠
役
と
し
て
元
服
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
（
表
42
）、
そ
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

次
に
一
般
御
家
人
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
十
二
月
三
日
条
【
表
38
】

今
日
。
佐
佐
木
壱
岐
前
司
泰
綱
子
息
小
童
。（
九
歳
。）
於
相
（
北
条
時
頼
）

州
御
亭
遂
元
服

号
三
郎
頼
綱
。
御
引
出
物
以
下
経
営
。
尽
善
極
美
。
一
門
衆
群
参
。
各
随
所

役
云
云
。
奥
州
。
秋
田
城
介
等
所
被
参
会
也
。

　

佐
々
木
氏
は
、
幕
府
創
業
を
支
え
た
一
族
で
あ
る
が
、
頼
綱
は
得
宗
家
に
近
侍

し
た
京
極
流
で
は
な
く
、
近
江
守
護
を
務
め
た
六
角
流
で
あ
る
。
北
条
時
頼
亭
で

元
服
し
て
い
る
。

　
『
吾
妻
鏡
』
以
外
で
は
、
史
料
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
諸
家
の
系
図
に
頼

ら
ざ
る
を
え
な
い）

10
（

。
比
較
的
、
信
憑
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
は
、
大
友
頼

泰
が
北
条
時
頼
を
（
表
36
）、
一
族
で
鎮
西
評
定
衆
を
務
め
る
豊
後
国
御
家
人
戸

次
氏
の
時
親
・
貞
直
・
高
貞
の
三
代
が
、
そ
れ
ぞ
れ
時
宗
・
貞
時
・
高
時
を
加
冠

役
と
し
て
元
服
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
表
47
・
50
・
56
）。

　

安
芸
国
御
家
人
の
松
葉
氏
は
、
朝
宗
（
実
宗
）
と
そ
の
子
惟
泰
・
惟
時
兄
弟
が
、

実
朝
を
加
冠
役
と
し
た
後
、
北
条
泰
時
及
び
時
頼
亭
で
元
服
し
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
（
表
25
・
29
・
41
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
初
期
に
お
け
る
元
服
は
、
一
族
内
部
で
の
儀
礼
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
本
来
親
族
関
係
の
な
か
で
行
わ
れ
る
私
的
な
行
事
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
そ
れ
が
儀
礼
化
を
遂
げ
、
公
的
な
も
の
に
な
る
の
は
鎌
倉
幕
府

御
家
人
制
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
性
格
が
変
化
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
頼
経
以
降
、
将
軍
が
加
冠
役
を
務
め
る
事
例
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

三
．
一
字
付
与
の
発
生
と
展
開

　

次
に
偏
諱
（
一
字
付
与
）
を
考
え
て
み
た
い
。
烏
帽
子
親
か
ら
実
名
の
一
字
を

頂
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
は
親
子
の
関
係
に
も
擬
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
烏
帽
子
子
は
一
字
を
上
の
字
も
し
く
は
下
の
字
に
使
用
し
、

あ
る
い
は
後
に
別
の
実
名
に
改
め
る
場
合
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
慣
行
は
い
つ
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
古
事
類
苑
』
は
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治
承
の
頃
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
二

日
の
頼
朝
に
よ
る
結
城
朝
光
へ
の
偏
諱
（
表
８
）
を
初
例
と
見
な
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
れ
よ
り
遡
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。『
千
葉
系
図
』
と
『
相

馬
系
図
』
が
伝
え
る
、
源
義
家
の
烏
帽
子
子
と
い
う
「
平
常
永
」
は
偏
諱
が
共
通

し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
頃
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
、摂
津
国
渡
辺
の
住
人
で
上
西
門
院
侍
と
な
る
遠
藤
盛
遠
が
、

一
門
の
烏
帽
子
親
・
遠
藤
遠
光
か
ら
「
遠
」
の
字
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る

（
表
１
）。
遠
藤
盛
遠
の
事
例
は
、
一
字
付
与
が
一
族
内
の
行
為
だ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
源
為
義
は
、
義
光
流
源
氏
の
武
田
太
郎
信
義
（
龍
光
丸
）

の
烏
帽
子
親
で
、
同
じ
く
加
賀
美
遠
光
は
石
和
五
郎
信
光
（
光
寿
丸
）
の
烏
帽
子

親
と
伝
え
て
お
り
（『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』）、
元
服
儀
礼
と
同
じ
く
、
一
字
付

与
も
親
族
内
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

時
代
が
下
る
と
、
主
従
関
係
の
も
と
で
の
家
臣
・
被
官
へ
の
偏
諱
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
平
重
衡
の
家
臣
平
重
国
（
表
５
）、平
重
盛
の
家
臣
与
三
重
景
（
表

４
）
な
ど
が
知
ら
れ
、
大
中
臣
惟
重
は
「
三
位
中
将
（
平
）
重
衡
理
髪
ノ
子
」
と

し
て
い
る
の
で
（
表
６
）、
平
重
衡
の
偏
諱
な
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
主
従

関
係
を
補
強
す
る
偏
諱
は
、
お
そ
ら
く
は
平
家
一
門
で
本
格
的
に
行
わ
れ
始
め
た

と
考
え
ら
れ
る
。
平
家
御
家
人
制
は
最
近
注
目
さ
れ
て
お
り）

12
（

、
一
字
付
与
と
い
う

点
か
ら
も
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
を
先
取
り
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
源
氏
で
は
多
田
源
氏
の
源
頼
政
の
家
人
で
摂
津
国
池
田
郡
司
の
紀
望
政

の
例
が
あ
る
が
（『
尊
卑
分
脈
』）、
源
義
経
の
家
臣
で
あ
る
鷲
尾
経
春
（
表
10
）

や
伊
勢
義
盛
（
表
11
）・
河
野
通
経
（
表
12
）
ら
は
義
経
の
偏
諱
と
伝
え
て
い
る
。

義
経
の
活
躍
期
間
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
短
か
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
複
数
例

見
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
義
経
主
従
の
つ
な
が
り
は
強
い
も
の
が
あ
っ
た
と
推

測
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
頼
朝
が
行
な
っ
た
偏
諱
で
あ
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
で
は
先
に
見
た
二

例
（
表
８
・
18
）
し
か
な
い
も
の
の
、「
朝
」
も
し
く
は
「
頼
」
を
使
用
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。『
伊
王
野
系
図
』
に
も
、「
与
一
（
那
須
資
隆
）
無
嗣
、
故
依
頼
朝
公
之

下
知
、以
弟
御
房
子
為
嫡
子
、（
中
略
）
従
頼
朝
公
賜
諱
字
号
頼
資
」
と
見
え
る
（
表

９
）。
そ
も
そ
も
頼
朝
自
身
の
元
服
を
伝
え
る
史
料
は
な
い
が
、「
頼
」
に
関
し
て

は
院
近
臣
の
藤
原
信
頼
の
「
頼
」
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
祖
の
源
頼
信
・
頼

義
の
「
頼
」
で
あ
ろ
う
。

　

次
い
で
、
実
朝
の
場
合
も
『
吾
妻
鏡
』
で
は
先
に
見
た
二
例
し
か
な
い
が
（
表

22
・
26
）、「
朝
」
も
し
く
は
「
実
」
を
使
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
頼
朝
と
実
朝

の
場
合
、
本
人
の
臨
席
が
あ
っ
て
も
、
別
の
者
に
加
冠
役
を
任
せ
る
こ
と
も
あ
り
、

一
字
付
与
を
積
極
的
に
行
っ
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

　

さ
て
、
得
宗
家
の
御
家
人
に
対
す
る
偏
諱
に
つ
い
て
は
、
紺
戸
淳
氏
の
研
究
が

参
照
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
紺
戸
氏
は
得
宗
家
か
ら
の
一
字
付
与
を
受
け
た
形

跡
の
あ
る
御
家
人
は
、
各
家
の
家
督
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
系
父
子
間
で
連
続
し
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
各
家
の
家
督
と
家
職
が
同
時
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

証
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
御
家
人
の
元
服
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
生
年
の
確
定
し
た
御
家
人
の
十
歳
か
ら
十
五
歳
位
ま
で
の
年
代
が
、

当
該
時
期
の
得
宗
と
実
名
の
一
字
が
共
通
し
て
い
る
御
家
人
を
洗
い
出
す
と
い
う

作
業
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
職
を
推
測
し
つ
つ
、
政
所
執

事
の
二
階
堂
氏
以
下
、
十
の
御
家
人
家
を
抽
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
字
付
与
自

体
が
必
ず
し
も
御
家
人
の
家
職
の
安
堵
を
意
味
し
た
と
は
言
え
ま
い
。
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こ
こ
で
改
め
て
、
今
ま
で
も
見
て
き
た
元
服
に
関
す
る
史
料
も
含
め
て
、
確
実

な
と
こ
ろ
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

初
代
時
政
は
、
前
に
見
た
よ
う
に
曽
我
兄
弟
の
弟
五
郎
時
致
の
烏
帽
子
親
で
あ

る
（
表
16
）。
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
の
黒
幕
に
時
政
を
想
定
す
る
根
拠
と
な
っ
て

い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
な
お
、『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』
は
武
田
信
政

の
加
冠
役
を
時
政
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
時
政
は
北
条
氏
の
通

字
「
時
」、
も
し
く
は
「
政
」
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
二
代
義
時
の
偏
諱
に
関

す
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

　

三
代
泰
時
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
北
条
一
門
の
金
沢
実
時
（
実
泰
嫡
男
）
の
加

冠
役
で
あ
っ
た
（
表
32
）。
更
に
『
佐
野
本
三
浦
系
図
』
に
は
「
元
服
之
時
北
条

泰
時
加
冠
、
授
諱
字
」
と
あ
り
、
三
浦
泰
村
に
一
字
付
与
し
て
い
る
（
表
27
）。

こ
の
他
、武
田
信
時
の
加
冠
役
を
務
め
て
い
る
（
表
30
）。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、

泰
時
は
北
条
氏
の
通
字
「
時
」、
も
し
く
は
「
泰
」
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

四
代
時
氏
は
執
権
と
な
る
前
に
早
世
し
た
た
め
、
事
例
は
な
い
。

　

五
代
経
時
は
、
御
家
人
の
な
か
に
「
経
」
を
使
用
す
る
も
の
が
お
り
、「
経
」
を

下
賜
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
示
す
明
確
な
史
料
が
な
い
。
将
軍
頼
経
か
ら

の
一
字
を
更
に
下
賜
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

六
代
時
頼
は
、
先
に
見
た
佐
々
木
頼
綱
の
加
冠
役
で
（
表
38
）、『
大
友
系
図
』

に
「
北
条
時
頼
賜
一
字
」
と
あ
る
よ
う
に
（
表
36
）、
佐
々
木
頼
綱
と
大
友
頼
泰

に
は
将
軍
頼
経
か
ら
の
一
字
を
更
に
下
賜
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
武
田
時
綱

の
加
冠
役
を
務
め
て
い
る
（
表
39
）。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
時
頼
も
北
条
氏

の
通
字
「
時
」、
も
し
く
は
「
頼
」
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

七
代
時
宗
は
、先
に
見
た
金
沢
時
方
の
加
冠
役
と
な
っ
て
い
る
（
表
43
）。
ま
た
、

『
戸
次
系
図
』
の
時
親
の
註
に
は
「
平
時
宗
為
元
服
、
依
被
免
諱
之
時
字
」
と
あ

る
（
表
47
）。
こ
の
他
、
武
田
信
宗
の
加
冠
役
を
務
め
て
お
り
（
表
46
）、
こ
れ
が

事
実
と
す
れ
ば
、
時
宗
は
将
軍
宗
尊
親
王
か
ら
の
一
字
「
宗
」
と
北
条
氏
の
通
字

「
時
」
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
吾
妻
鏡
』
が
終
了
し
て
し
ま
う
と
、
史
料
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
史
料

的
信
憑
性
も
い
さ
さ
か
落
ち
る
が
、
先
に
引
用
し
た
『
戸
次
系
図
』
の
貞
直
（
千

熊
丸
）
の
註
に
は
「
平
貞
時
為
元
服
、
被
免
諱
之
貞
字
」
と
あ
り
（
表
50
）、
そ

の
長
男
高
貞
の
註
に
も
「
於
相
模
守
高
時
為
元
服
、
号
太
郎
高
貞
」
と
あ
る
（
表

56
）。
ま
た
、『
異
本
伯
耆
巻
』
に
は
「
足
利
讃
岐
守
は
、
相
模
守
貞
時
が
烏
帽
子

子
に
て
、
貞
氏
と
号
し
、
其
子
高
氏
は
、
赤
橋
武
蔵
守
久
時
が
婿
と
成
っ
て
、
被

任
治
部
大
輔
け
る
、
高
氏
も
高
時
の
称
号
の
一
字
を
う
け
て
、
高
氏
と
ぞ
云
け
る
」

と
あ
り
（
表
51
・
58
）、
八
代
貞
時
は
「
貞
」、
九
代
高
時
は
「
高
」
を
使
用
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、一
般
御
家
人
に
よ
る
偏
諱
に
つ
い
て
は
、先
に
見
た
佐
原
義
連
（
表
14
）・

小
笠
原
長
清
（
表
15
）・
三
浦
義
村
（
表
23
）
の
事
例
が
あ
り
、
藤
九
郎
盛
長
（
表

２
）
の
事
例
も
加
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
源
頼
朝
も
し
く
は
実
朝
の
指
示
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
足
利
利
氏
の
事
例
（
表
40
）
も
北
条
時
頼
の
意
向
が
強

く
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
上
位
者
の
介
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、

足
利
貞
氏
に
よ
る
武
田
氏
信
へ
の
一
字
付
与
（
表
59
）
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
れ

ば
注
目
す
べ
き
事
例
と
な
る
。

　

史
料
上
、
明
確
な
も
の
は
以
上
で
あ
る
が
、
主
要
な
御
家
人
の
う
ち
、
歴
代
の

得
宗
の
一
字
を
数
代
に
わ
た
っ
て
使
用
し
て
い
る
家
は
十
六
家
ほ
ど
検
出
し
た
こ

と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
数
は
更
に
増
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
象
の



―　　―50

背
景
と
し
て
、
得
宗
家
に
よ
る
東
国
御
家
人
と
の
婚
姻
政
策
の
代
替
案
と
い
う
指

摘
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
字
付
与
と
い
う
儀
礼
行
為
を
通
じ
て
御
家
人

の
統
制
を
深
め
、
御
家
人
側
も
こ
れ
を
受
容
し
た
状
況
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
御
家
人
の
側
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
烏
帽
子
親
が
北
条
経
時
・
時
頼
、
も

し
く
は
時
宗
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
と
も
と
将
軍
頼
経
や
宗
尊
親
王
に
由
来
す

る
一
字
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
北
条
氏
の
通

字
で
あ
る
「
時
」
の
下
賜
や
北
条
泰
時
段
階
、
そ
し
て
貞
時
・
高
時
期
の
事
例
を

再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

四
．
お
わ
り
に
―
鎌
倉
幕
府
主
従
制
再
考
に
向
け
て
―

　

以
上
、
元
服
の
様
相
と
一
字
付
与
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
元
服
儀
礼
は
も
と
も

と
一
族
内
に
お
け
る
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
武
家
の
棟
梁
の
出
現
に
よ
り
、

半
ば
公
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
武
士
の
主
従
制
を
考
察
す
る
上
で

元
服
儀
礼
は
す
ぐ
れ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
問
題

点
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

①
場
の
問
題

　

御
家
人
の
元
服
で
あ
れ
ば
、
本
来
将
軍
御
所
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
得
宗
家
の
私
邸
で
元
服
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

松
葉
惟
泰
が
「
武
蔵
前
司
入
道
殿
（
泰
時
）
亭
」
に
お
い
て
（
表
29
）、
弟
惟
時

は
「
西
明
寺
殿
（
時
頼
）
亭
」
に
お
い
て
元
服
し
た
こ
と
が
見
え
る
（
表
41
）。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
将
軍
が
烏
帽
子
親
に
な
る
途
を
塞
ぐ
も
の
で
あ
り
、

将
軍
の
側
近
集
団
の
形
成
を
防
ぐ
に
役
立
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
事
例

で
は
、
鎌
倉
幕
府
法
に
お
い
て
、
将
軍
へ
の
八
朔
の
贈
答
儀
礼
を
執
権
・
連
署
に

限
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た
め
一
般
御
家
人
は
、
北
条
得
宗
家
を
烏
帽

子
親
に
選
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
、
実
質
的
な
主
人
は
、
将
軍
で
は
な
く
、
得
宗
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

②
形
骸
化

　

烏
帽
子
親
子
関
係
は
、
擬
制
的
な
親
子
関
係
で
あ
る
か
ら
、
本
来
的
に
は
烏
帽

子
親
が
年
齢
的
に
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
頼
朝
と
結
城
朝

光
は
、
二
十
歳
離
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
親
子
ほ
ど
の
年
齢
の
開
き
が
あ
る
（
表
８
）。

と
こ
ろ
が
問
題
な
の
は
、
金
沢
顕
時
の
元
服
で
あ
る
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
十
一
月
二
十
三
日
条
【
表
43
】

酉
剋
。
越
後
守
実
時
朝
臣
息
男
（
十
歳
。）
於
相（
北
条
時
頼
）

州
禅
室
御
亭
元
服
。
号
越

後
四
郎
時
方
。
理
髪
丹
後
守
頼
景
。
加
冠
相
模
太（
時
宗
）郎
。（
七
歳
。）

　

顕
時
（
時
方
）
は
十
歳
の
と
き
、
得
宗
時
頼
亭
に
お
い
て
元
服
し
て
い
る
が
、

加
冠
は
こ
の
年
元
服
し
た
ば
か
り
で
七
歳
の
時
宗
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
烏
帽

子
親
子
の
年
齢
は
逆
転
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
時
宗
は
い
ま
だ
家
督
を
継
い
で

い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
得
宗
時
頼
が
前
年
の
康
元
元
年

（
一
二
五
六
）
三
十
歳
で
出
家
し
て
い
た
た
め
、
加
冠
役
を
務
め
ら
れ
な
か
っ
た

だ
け
で
、
会
場
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
実
質
的
主
催
者
は
時
頼
で
あ
ろ
う
。

　

他
に
も
、
例
え
ば
足
利
高
氏
な
ど
は
十
五
歳
の
と
き
元
服
し
て
い
る
（
表
58
）。

烏
帽
子
親
の
北
条
高
時
は
十
七
歳
で
二
才
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
更
に
高
氏
に
は

早
世
し
た
兄
高
義
が
い
た
の
で
、
高
義
と
高
時
は
あ
る
い
は
ほ
ぼ
同
年
齢
と
思
わ

れ
、
偏
諱
行
為
そ
の
も
の
は
か
な
り
虚
礼
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

こ
で
こ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
、
北
条
得
宗
家
に
よ
っ
て
一
字
付
与
が
積
極
的
に

活
用
さ
れ
、
儀
式
の
中
心
的
要
素
と
な
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
儀
式
内
容
そ
の
も
の
も
更
に
掘
り
下
げ
る
必
要
も

あ
る
。
儀
式
道
具
を
揃
え
る
陪
膳
役
と
、
臣
下
の
役
目
で
、
儀
式
の
補
助
役
と
な

る
役
送
、
そ
し
て
椀
飯
行
事
等
の
附
帯
儀
式
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
今
回
は
『
吾
妻
鏡
』
を
中
心
に
見
た
た
め
、
将
軍
か
ら
偏
諱
を
賜
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
二
階
堂
氏
や
赤
橋
北
条
氏
の
場
合
に
つ
い
て
は
考
察
出
来
な

か
っ
た
。

　

最
後
に
次
の
史
料
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

●
『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
七
月
十
八
日
条

駿
河
前
司
義
村
謁
申
武
（
北
条
泰
時
）

州
云
。
故（
北
条
義
時
）

大
夫
殿
御
時
。
義
村
抽
微
忠
之
間
。
為
被

表
御
懇
志
。
四（
北
条
政
村
）

郎
主
御
元
服
之
時
。
以
義
村
被
用
加
冠
役
訖
。
以
愚
息
泰
村

男
為
御
猶
子
。
思
其
芳
恩
。
貴
殿
与
四
郎
主
。
就
両
所
御
事
。
争
存
好
悪
哉
。

只
所
庶
幾
者
。
世
之
安
平
也
。（
後
略
）

　

三
浦
義
村
は
、
自
ら
は
北
条
政
村
の
元
服
に
際
し
、
烏
帽
子
親
と
な
っ
た
こ
と

を
回
顧
し
（
表
23
）、
嫡
男
泰
村
が
北
条
泰
時
の
猶
子
と
さ
れ
た
こ
と
を
恩
義
に

感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。三
浦
泰
村
は
や
は
り
泰
時
の
烏
帽
子
子
で
あ
っ
た
し（
表

27
）、
正
室
が
泰
時
の
女
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
泰
時
の
猶
子
（
財
産
関
係

を
伴
わ
な
い
養
子
）
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
烏
帽
子
子
、
猶
子
、
養
子

な
ど
、
中
世
に
お
け
る
擬
制
的
親
族
関
係
は
多
様
に
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
場
面

場
面
に
お
け
る
使
い
分
け
に
注
意
を
払
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

註
（
１
）
二
木
謙
一
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
同

「
人
生
儀
礼
の
作
法
」（
同
著
『
中
世
武
家
の
作
法
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）

な
ど
。

（
２
）中
澤
克
昭「
武
家
の
狩
猟
と
矢
開
の
変
化
」（
井
原
今
朝
雄
・
牛
山
佳
幸
編『
論

集　

東
国
信
濃
の
古
代
中
世
史
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）

（
３
）
白
井
永
二
「
吾
妻
鏡
の
民
俗
資
料
」（
同
著
『
鎌
倉
風
草
集
』
鶴
岡
八
幡
宮

社
務
所
、
一
九
八
六
年
。
初
出
一
九
七
五
年
）
な
ど
。

（
４
）
紺
戸
淳
「
武
家
社
会
に
お
け
る
加
冠
と
一
字
付
与
の
政
治
性
に
つ
い
て
―

鎌
倉
幕
府
御
家
人
の
場
合
―
」（『
中
央
史
学
』
二
号
、
一
九
七
九
年
）、
角
田
朋
彦

「
偏
諱
の
話
」（『
段
か
づ
ら
』
三
・
四
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
山
野
龍
太
郎
「
鎌
倉

期
武
士
社
会
に
お
け
る
烏
帽
子
親
子
関
係
」（
山
本
隆
志
編
『
日
本
中
世
政
治
文
化

論
の
射
程
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

（
５
）
な
お
、
将
軍
家
以
前
の
清
和
源
氏
で
は
、『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』
と
い
う

系
図
よ
り
歴
代
の
元
服
記
事
が
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
河
内
源
氏
の
祖
と
な
る
源

頼
信
（
清
王
丸
）
は
十
三
歳
の
と
き
、
叔
父
源
満
政
を
加
冠
役
と
し
て
、
そ
の
嫡

男
頼
義
（
王
代
丸
）
は
十
四
歳
の
と
き
、
叔
父
源
頼
光
を
加
冠
役
と
し
て
元
服
し

た
と
伝
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
頼
義
は
摂
津
国
多
田
で
の
誕
生
と
も
伝
え
て
お
り
、

こ
れ
に
横
澤
大
典
氏
は
注
目
さ
れ
て
い
る
（
同
「
源
頼
信
―
河
内
源
氏
の
成
立
―
」

元
木
泰
雄
編
『
古
代
の
人
物
６　

王
朝
の
変
容
と
武
者
』
清
文
堂
、二
〇
〇
五
年
）。

　

甲
斐
源
氏
の
祖
武
田
義
清
（
文
殊
丸
・
音
光
丸
）
は
、
十
三
歳
の
と
き
、
叔
父

源
義
家
を
加
冠
役
と
し
、
嫡
男
清
光
（
徳
光
丸
）
は
十
七
歳
の
と
き
、
義
家
の
子

源
義
国
を
加
冠
役
と
し
て
元
服
し
た
と
伝
え
る
。
い
ず
れ
も
源
氏
一
門
を
烏
帽
子

親
と
し
て
伝
え
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
た
い
が
、
系
図
史
料
で
あ
る
た
め
参
考

に
と
ど
め
て
お
く
。

（
６
）
中
村
義
雄
「
元
服
儀
礼
の
研
究
―
天
皇
元
服
に
つ
い
て
―
」（『
二
松
学
舎
大
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学
論
集
』
昭
和
四
〇
年
度
、
一
九
六
五
年
）

（
７
）
森
幸
夫
「
得
宗
家
嫡
の
仮
名
を
め
ぐ
る
小
考
察
―
四
郎
と
太
郎
―
」（
阿
部

猛
編
『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）

（
８
）
五
味
文
彦
「『
吾
妻
鏡
』
の
筆
法
」（
同
著
『
増
補　

吾
妻
鏡
の
方
法　

事
実

と
神
話
に
み
る
中
世
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
９
）
拙
稿
「
御
家
人
下
河
辺
氏
・
幸
島
氏
に
つ
い
て
」（『
野
田
市
史
研
究
』
一
二

号
、
二
〇
〇
一
年
）

（
10
）
ち
な
み
に
『
小
笠
原
系
図
』
や
『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』
は
、
甲
斐
源
氏

の
小
笠
原
・
武
田
氏
に
関
す
る
元
服
情
報
が
豊
富
で
あ
る
。
加
賀
美
遠
光
（
豊
松

丸
）
は
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
六
歳
で
元
服
し
、
二
郎
遠
光
と
名
乗
っ
た
。

烏
帽
子
親
を
新
田
義
重
（
二
十
二
歳
）
と
伝
え
る
。
そ
の
次
男
小
笠
原
長
清
（
豊

松
丸
）
は
承
安
四
年
（
一
一
七
三
）
十
三
歳
で
元
服
し
、
孫
二
郎
長
清
と
名
乗
っ

た
。
烏
帽
子
親
は
足
利
義
康
と
伝
え
る
。
こ
こ
ま
で
は
史
料
性
を
考
え
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
し
な
か
っ
た
。

　

そ
の
子
長
経
（
豊
光
丸
）
は
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
十
一
月
五
日
、
十
三
歳

で
元
服
し
、
長
経
と
名
乗
っ
た
（
表
18
）。
加
冠
を
源
頼
朝
、
理
髪
は
下
河
辺
行

平
と
伝
え
る
。
な
お
、
十
一
月
五
日
は
祖
新
羅
三
郎
義
光
の
元
服
の
日
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
三
代
の
加
冠
役
は
、
八
幡
太
郎
義
家
流
の
源
氏
一
門
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
正
月
十
三
日
、
長
政
が
十
五
歳
で
元
服
を

果
た
し
て
お
り
（
表
34
）、
そ
の
後
、
孫
の
宗
長
が
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
正

月
十
一
日
、
十
三
歳
で
元
服
し
た
後
（
表
49
）、
貞
宗
・
政
長
も
十
三
歳
で
社
前

で
の
元
服
を
果
た
し
て
お
り
（
表
53
・
60
）、
以
後
当
家
の
例
と
な
っ
て
い
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
新
羅
三
郎
義
光
の
流
れ
を
汲
む
小
笠
原
氏
は
、
義
光
の
故
事
に

ち
な
み
、
新
羅
明
神
社
前
で
の
元
服
を
果
た
し
て
い
る
。

　

武
田
氏
は
、
信
時
が
北
条
泰
時
を
烏
帽
子
親
に
（
表
30
）、
時
綱
が
時
頼
を
（
表

39
）、
信
宗
が
時
宗
を
（
表
46
）、
氏
信
が
足
利
貞
氏
を
烏
帽
子
親
と
し
た
と
伝
え

て
い
る
（
表
59
）。

　

お
そ
ら
く
、
小
笠
原
氏
が
室
町
幕
府
に
お
い
て
礼
法
家
と
な
っ
た
こ
と
が
そ
の

背
景
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
少
し
史
料
的
裏
付
け
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（
11
）
飯
沼
賢
司
「
人
名
小
考
―
中
世
の
身
分
・
イ
エ
・
社
会
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
竹

内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
荘
園
制
と
中
世
社
会
』
東
京
堂
出
版
、

一
九
八
四
年
）

（
12
）
高
橋
昌
明
「
平
氏
家
人
と
源
平
合
戦
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
三
八
号
、

二
〇
〇
二
年
）

【
参
考
】

・
水
野
智
之
『
名
前
と
権
力
の
中
世
史　

室
町
将
軍
の
朝
廷
戦
略
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
四
年
）

・
拙
稿
「
鎌
倉
幕
府
と
御
家
人
―
東
国
御
家
人
を
中
心
に
―
」（
葛
飾
区
郷
土
と
天

文
の
博
物
館
編
『
鎌
倉
幕
府
と
葛
西
氏
』
名
著
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）

・
西
村
隆
「
平
氏
『
家
人
』
表
―
平
氏
家
人
研
究
へ
の
基
礎
作
業
―
」（『
日
本
史

論
叢
』
一
〇
号
、
一
九
八
三
年
）
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【
表
】
中
世
前
期
の
武
家
元
服
関
係
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

№

年
月
日

西
暦

元
服
童
・
幼
名
（
年
齢
）
仮
名
・
実
名

父
（
実
父
）

加
冠
（
年
齢
）

理　

髪

場

出　

典

備　

考

1

1151

遠
藤
（
13
）

盛
遠（
の
ち
文
覚
）
茂
遠（
持
遠
）

遠
藤
遠
光

『
源
平
盛
衰
記
』
18

2

仁
安
元
・
10
・
17

1166

佐
々
木
秀
綱
（
16
）

三
郎
盛
綱

秀
義

藤
九
郎
盛
長

（
32
）

伊
豆
国

（
頼
朝
御
前
）

『
佐
々
木
系
図
』

改
名

3
　
　
　

・
1166

源
駒
王
丸
（
13
）

次
郎
義
仲

（
義
賢
）

石
清
水
八
幡
宮

『
平
家
物
語
』
６

4

1167

松
王
（
９
）

与
三
重
景

景
康

平
重
盛
（
30
）

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
5

末

5

平

重
国

平
重
衡

『
源
平
盛
衰
記
』

6

大
中
臣

六
郎
惟
重

惟
忠

平
重
衡

『
姉
小
路
系
図
』

7

承
安
４
・
３
・
３

1174
源
牛
若
丸
・
遮
那
王

（
16
）

九
郎
義
経

（
義
朝
）

『
吾
妻
鏡
』

『
平
治
物
語
』
３

8

治
承
４
・
10
・
２

1180
小
山
（
14
）

七
郎
宗
朝

（
の
ち
結
城
朝
光
）
政
光

源
頼
朝
（
34
）

頼
朝
御
前

『
吾
妻
鏡
』

9

那
須

頼
資

資
隆

源
頼
朝

頼
朝
御
前

『
伊
王
野
系
図
』

10

元
暦
元
・

1184

鷲
尾
（
17
）

三
郎
経
春

源
義
経
（
26
）

『
源
平
盛
衰
記
』
36

11

伊
勢

三
郎
義
盛

源
義
経

『
平
治
物
語
』
３

12

河
野

五
郎
通
経

通
清

源
義
経

『
越
智
系
図
』

13
　
　
　

・

1184

曽
我
一
万
（
13
）

十
郎
祐
成

祐
信

（
河
津
祐
泰
）

『
曽
我
物
語
』

14

文
治
５
・
４
・
13

1189

北
条
（
15
）

五
郎
時
連

（
の
ち
時
房
）

時
政

佐
原
義
連

御
所
西
侍

『
吾
妻
鏡
』

15
　
　
　

・
８
・
12

1189

河
村
千
鶴
丸
（
14
）

四
郎
秀
清

秀
高

加
賀
美
長
清

頼
朝
御
前

『
吾
妻
鏡
』

16

建
久
元
・
９
・
７

1190

曽
我
箱
王
（
17
）

五
郎
時
致

祐
信

（
河
津
祐
泰
）

北
条
時
政
（
52
）

駿
河
富
士
野

（
時
政
御
前
）

『
吾
妻
鏡
』

17

鎌
田

通
清

資
通

北
条
時
政

『
山
内
首
藤
系
図
』

義
朝
乳
父

18
　
　

２
・
11
・
５

1191

小
笠
原
豊
光
丸
（
13
）

（
弥
）
太
郎
長
経

長
清

源
頼
朝
（
45
）

下
河
辺
行
平

頼
朝
御
前

『
小
笠
原
系
図
』

19
　
　

４
・
10
・
10

1193

野
本

時
員

基
員

（
下
河
辺
政
義
）

幕
府

『
吾
妻
鏡
』

20
　
　

５
・
２
・
２

1194

北
条
金
剛
丸
（
12
）

太
郎
頼
時

（
の
ち
泰
時
）

義
時

源
頼
朝
（
48
）

幕
府
西
侍

『
吾
妻
鏡
』

泰
時
13
歳
は
誤
り

21

建
仁
３
・
10
・
８

1203

源
千
幡
（
12
）

実
朝

（
頼
朝
）

平
賀
義
信

北
条
時
政
（
65
）
時
政
名
越
亭

『
吾
妻
鏡
』

22

建
永
元
・
10
・
24

1206

名
越
（
13
）

次
郎
朝
時

義
時

源
実
朝
（
15
）

御
所

『
吾
妻
鏡
』

外
祖
父
比
企
朝
宗

23

建
保
元
・
12
・
28

1213

北
条
（
９
）

四
郎
政
村

義
時

三
浦
義
村

御
所

『
吾
妻
鏡
』

24
　
　

２
・
２
・
12

1214

小
笠
原
豊
松
丸
（
13
）

又
次
郎
長
忠

長
経

園
城
寺
新
羅
明
神
社
『
小
笠
原
系
図
』

25
　
　

２
・
４
・
19

1214

松
葉
実
宗
（
11
）

朝
宗

平
賀
資
宗

源
実
朝
（
23
）

『
平
賀
氏
系
図
』

改
名

26
　
　

２
・
10
・
３

1214

金
沢

五
郎
実
義

（
の
ち
実
泰
）

義
時

源
実
朝
（
23
）

大
内
惟
義

御
所

『
吾
妻
鏡
』

27

三
浦

二
郎
泰
村

義
村

北
条
泰
時

『
佐
野
本
三
浦
系
図
』

正
室
は
泰
時
の
女

28

嘉
禄
元
・
12
・
29

1225

藤
原
三
寅
（
８
）

頼
経

（
道
家
）

北
条
泰
時
（
44
）

二
棟
御
所
南
面

『
吾
妻
鏡
』
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29
　
　

２
・

1226

松
葉
（
15
）

惟
泰

（
の
ち
泰
重
）

資
宗

（
北
条
泰
時
）

（
45
）

泰
時
亭

『
平
賀
氏
系
図
』

30

寛
喜
元
・
１
・
15

1229

武
田
音
光
丸
（
10
）

六
郎
、
五
郎
二

郎
信
時

信
政

北
条
泰
時
（
48
）

『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』

31

貞
永
元
・
11
・
28

1232

京
極
（
12
）

四
郎
氏
信

信
綱

32

天
福
元
・
12
・
29

1233

金
沢
（
10
）

太
郎
実
時

実
泰

北
条
泰
時
（
52
）

泰
時
亭

『
吾
妻
鏡
』

33
　
　

２
・
３
・
５

1234

北
条
薬
上
（
11
）

弥
四
郎
経
時

（
時
氏
）

藤
原
頼
経
（
17
）
北
条
時
房
（
60
）
御
所
寝
殿
西
向
簾
中
『
吾
妻
鏡
』

34

嘉
禎
２
・
正
・
13

1236

小
笠
原
豊
松
丸
（
15
）

孫
二
郎
長
政

長
忠

園
城
寺
新
羅
明
神
社
『
小
笠
原
系
図
』

35
　
　

３
・
４
・
22

1237

北
条
戒
寿
（
11
）

五
郎
時
頼

（
時
氏
）

藤
原
頼
経
（
20
）
三
浦
義
村

泰
時
亭

（
頼
経
御
前
）

『
吾
妻
鏡
』

36

仁
治
３
年
以
前

1242以前

大
友
薬
師
丸
（
泰
直
）

頼
泰

親
秀

北
条
時
頼

『
大
友
系
図
』

鷹
尾
家
文
書

改
名
？

37

寛
元
２
・
４
・
21

1245
藤
原
（
６
）

頼
嗣

頼
経
（
27
）

北
条
経
時
（
21
）

二
棟
御
所
南
面

『
吾
妻
鏡
』

38

建
長
２
・
12
・
３

1251

佐
々
木
（
９
）

三
郎
頼
綱

泰
綱

（
北
条
時
頼
）

（
24
）

時
頼
亭

『
吾
妻
鏡
』

39
　
　

５
・
１
・
15

1254

武
田
龍
光
丸
（
９
）

六
郎
時
綱

信
時

北
条
時
頼
（
27
）

『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』

40
　
　

８
・
８
・
11

1257

北
条
宝
寿
（
９
）

三
郎
時
利

（
の
ち
時
輔
）

時
頼

足
利
利
氏

（
の
ち
頼
氏
）

『
吾
妻
鏡
』

41

松
葉

惟
時

資
宗

（
北
条
時
頼
）

時
頼
亭

『
平
賀
氏
系
図
』

42

正
嘉
元
・
２
・
26

1257

北
条
正
寿
（
７
）

太
郎
時
宗

時
頼

宗
尊
親
王
（
16
）
北
条
長
時

（
執
権
）

二
棟
御
所

『
吾
妻
鏡
』

43
　
　
　

・
11
・
23

1257

金
沢
（
10
）

四
郎
時
方

（
の
ち
顕
時
）

実
時

北
条
時
宗
（
７
）
安
達
頼
景

時
頼
亭

『
吾
妻
鏡
』

時
頼
出
家
後

44
　
　

２
・
11
・
13

1258

小
笠
原
豊
松
丸
（
13
）

彦
次
郎
長
氏

長
政

長
忠
（
祖
父
）

園
城
寺
新
羅
明
神
社
『
小
笠
原
系
図
』

45

文
永
７
・
２
・
23

1270

惟
康
親
王
（
７
）

惟
康
親
王

宗
尊
親
王

北
条
政
村
（
66
）

（
御
所
）

『
鎌
倉
年
代
記
』

時
宗
は
19
歳

46

建
治
３
・
11
・
11

1277

武
田
徳
光
丸
（
９
）

孫
六
信
宗

時
綱

北
条
時
宗
（
27
）

鎌
倉

『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』

47

戸
次

太
郎
時
親

重
秀

北
条
時
宗

『
戸
次
系
図
』

『
大
友
系
図
』

母
重
時
女

48
　
　
　

・
12
・
２

1277

北
条
幸
寿
（
７
）

太
郎
貞
時

時
宗

（
源
惟
康
）（
14
）

北
条
宗
政
（
25
）
二
棟
御
所
西
侍

『
建
治
三
年
記
』

49

弘
安
７
・
１
・
11

1284

小
笠
原
豊
松
丸
（
13
）

孫
次
郎
宗
長

貞
長

（
北
条
時
宗
）

新
羅
明
神
社

『
小
笠
原
系
図
』

50

戸
次
千
熊
丸

孫
太
郎
貞
直

時
親

北
条
貞
時

『
戸
次
系
図
』

51

足
利

三
郎
貞
氏

家
時

北
条
貞
時

『
異
本
伯
耆
巻
』

52

正
応
５
・
５
・
５

1292

武
田
龍
光
（
10
）

彦
六
信
武

信
宗

甲
斐
祖
社

『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』

貞
時
出
家
後

53

徳
治
元
・
11
・
20

1306

小
笠
原
豊
松
丸
（
13
）

彦
五
郎
貞
宗

宗
長

園
城
寺
新
羅
明
神
社
『
小
笠
原
系
図
』

貞
時
出
家
後

54

延
慶
元
・
８
・
26

1308

守
邦
親
王
（
８
）

守
邦
親
王

久
明
親
王

（
御
所
）

『
鎌
倉
年
代
記
』

55
　
　

２
・
１
・
21

1309

北
条
成
寿
（
７
）

太
郎
高
時

貞
時

（
守
邦
親
王
）

（
９
）

（
御
所
）

『
鎌
倉
年
代
記
』

56

戸
次

太
郎
高
貞

貞
直

北
条
高
時

『
戸
次
系
図
』

57

正
和
３
・
12
・
14

1314

佐
々
木
（
９
）

三
郎
時
信

頼
綱

（
北
条
高
時
）

（
12
）

『
尊
卑
分
脈
』
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58

元
応
元
・

1319

足
利
（
15
）

又
太
郎
高
氏

貞
氏

北
条
高
時
（
17
）

『
足
利
系
図
』

『
異
本
伯
耆
巻
』

59

元
亨
２
・
３
・
15

1322

武
田
徳
光
丸
（
11
）

彦
太
郎
氏
信

信
武

足
利
貞
氏
（
51
）

『
甲
斐
信
濃
源
氏
綱
要
』

60

元
弘
元
・
11
・
23

1331

小
笠
原
豊
松
丸
（
13
）

孫
二
郎
政
長

貞
宗

園
城
寺
新
羅
明
神
社
『
小
笠
原
系
図
』

61
　
　
　

・
12
・
15

1331

北
条
万
寿
（
７
）

太
郎
邦
時

高
時

（
守
邦
親
王
）

（
31
）

（
御
所
）

金
沢
文
庫
文
書368

号


